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半貫 陽子 室長 河内 政之 係長 黒川 真美 係長 

欠 席 者 佐藤 浩史 委員 廣島 高志 委員 堀 崇樹 委員 

会 議 次 第  別紙のとおり 

資 料 

①次第 

②委員名簿（令和 6年 7月 31日現在） 

③【資料 1】はつらつ高齢者部会の役割 

④議題 1_令和 7年度介護予防事業再構築に向けた事業見直しについて 

⑤【別紙 1】足立区介護予防事業の一人あたりにかかる事業費（令和 5

年度実績） 

⑥議題 2_令和６年度「ぱく増し」事業について 

⑦報告_生活支援体制整備事業における第一層協議体としての役割につい

て 

⑧【別紙 2-1】足立区生活支援体制整備事業における会議体の流れ 

⑨【別紙 2-2】足立区地域包括支援センター担当圏域図 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○佐藤 定刻となりましたので、ただい

まから、令和６年度足立区地域包括ケア

システム推進会議第１回はつらつ高齢者

部会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、ご参加いただきま

して、誠にありがとうございます。本日

の司会は、高齢者地域包括ケア推進課の

介護予防生活支援係の佐藤が担当させて

いただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 傍聴席に座っておりますのは、全て区

の職員か関係団体の方になります。よろ

しくお願いいたします。 

 早速ですが、資料の確認をさせていた

だきます。事前配布資料をご自身でお持

ちいただいている方もいらっしゃると伺

っているのですが、順番に確認をさせて

いただきます。 

 まず、「次第」です。次が、「はつら

つ高齢者部会委員名簿」です。次が、資

料１「はつらつ高齢者部会の役割」で

す。次が、協議事項１になります「令和

7 年度介護予防事業再構築に向けた事業

見直しについて」。次が、別紙 1、横長

のものになりまして、「足立区介護予防

事業の一人あたりにかかる事業費（令和

５年度実績）」。次が、協議事項２にな

ります。「令和６年度『ぱく増し』事業

について」。次が、報告事項になりまし

て、「生活支援体制整備事業における第

一層協議体としての役割について」。次

が、別紙２－１になります。「足立区生

活支援体制整備事業における会議体の流

れ」。最後に、別紙２－２「足立区地域

包括支援センター担当圏域図」、以上に

なります。 

 不足等がございましたら事務局にお声

がけいただければと思いますが、皆様、

不足等ございませんでしょうか。  

 ありがとうございます。  

 この会議は、足立区地域包括ケアシス

テム推進会議はつらつ高齢者部会設置要

綱第６条によりまして、委員の過半数の

出席により成立いたします。現在、過半

数に達しており、この会議が成立いたし

ますことをご報告いたします。  

 皆様からの活発なご意見、ご質問を頂

くため、迅速な会議進行にご協力いただ

きますようどうぞよろしくお願いいたし

ます。  

 なお、この会議の会議録は公開するこ

ととなっております。記録の関係上、ご

発言の前にはお名前をお願いいたしま

す。  

 それでは、初めに酒井部会長から開会

のご挨拶をお願いいたします。  

○酒井部会長 おはようございます。

朝、早い時間から、皆さんの忙しい時間

を割いていただいてありがとうございま

す。  

 今日は、令和６年度のシステム推進会

議なのですけれども、第１回のはつらつ

高齢者部会ということになっています。

第１回なのです。前回もお話しさせてい

ただいたのですけれども、高齢者部会と

して、どういう事業をやっていくのだ。

この部会で何を検討するのだということ

を本日、事務局からも含めて報告等を頂

いて、それを受けて皆様と一緒にこの部

会を強い部会、駆動力のある部会にして

いきたいと思いますので、本日は第１回

ということで、皆様のご挨拶を頂きなが

ら進めていきたいと思います。  

 本日はよろしくお願いいたします。  

○佐藤 酒井部会長、ありがとうござい

ました。  



 今回の部会より、委員の構成が大幅に

変更となりましたので、お一人ずつ簡単

にご挨拶を頂ければと思います。委員名

簿に記載の順番でお願いしたいと思いま

すので、それでは山中副部会長からお願

いいたします。  

○山中副部会長 座ったままでよろしい

ですか。山中と申します。私の専門分野

はこの介護予防の先というのか、在宅医

療ですので、介護が必要になった方を主

に対象としておりますけれども。そうい

う方を見ながら、介護予防の大切さとい

うのをひしひしと感じているところでご

ざいます。  

 区としても、介護予防は大切なテーマ

でございますので、皆様方と一緒に考え

ていければと思っております。  

 よろしくお願いいたします。  

○佐藤 ありがとうございました。続い

て、賀川委員、お願いいたします。  

○賀川委員 足立区医師会の賀川でござ

います。日頃から大変お世話になってお

ります。普段、苑田第一病院におりまし

て、救急医療、急性期病院で活動してお

ります。  

 最近、地域医療構想調整会議をずっと

やっておりまして、２０２５年から２０

４０年にかけて、２０２５年を団塊の世

代、一番多い方が７５歳になりますけれ

ども。それから、２０４０年に向けて、

そうなりますと、皆様が９０歳まで恐ら

く生きられると思いますけれども、医療

体制も大変厳しくなってきておりますの

で、そういう会議を行っております。  

 どうぞよろしくお願いします。  

○佐藤 ありがとうございました。  

 次の佐藤委員は、残念ながら欠席とな

っております。また、廣島委員に関しま

しては、現時点でお越しいただいており

ませんので、次に小浦委員、お願いいた

します。  

○小浦委員 東京都栄養士会、小浦梓で

す。今年度から、初めて参加させていた

だきます。よろしくお願いします。  

 私、普段は特別養護老人ホームで入所

者の栄養管理と、あと栄養ケアステーシ

ョンと言いまして、地域にお住まいの方

のお食事の相談窓口を開設して対応して

おります。その中で、はつらつ教室の栄

養講義の講師で、数年にわたって務めさ

せていただいております。  

 よろしくお願いいたします。  

○佐藤 ありがとうございました。続き

まして、山ノ内委員、お願いいたしま

す。  

○山ノ内委員 山ノ内と申します。よろ

しくお願いいたします。  

 こちらの選出団体、あだちＰＯＳネッ

トワークという名前で出ていますけれど

も、こちらはいわゆるリハビリテーショ

ン専門職といわれる理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士の任意団体になりま

す。こちら普段はいろいろ専門職のため

の集まりであったりとか、研修であった

りとか、また地域の活動に少しでも貢献

できればということで、ＮＰＯではない

のですが、ＮＰＯの登録もさせていただ

いてはおります。  

 私自身は、福寿会のリハビリテーショ

ン部というところで、理学療法士をして

おりますけれども。もう一つ、足立区の

理学療法士協会の足立区支部の支部長も

させていただいておりますので、リハビ

リ全般で何かできることがあればなと思

って参加させていただきたいと思いま

す。  



 よろしくお願いいたします。  

○佐藤 ありがとうございます。続きま

して、内山委員、お願いいたします。  

○内山委員 シルバー人材センターから

来ました内山です。よろしくお願いいた

します。  

 シルバー人材センターの東西南北と千

住ということで、環七と４号線、これで

東西南北・千住と分かれているのですけ

れども、私、南部に所属しております。

家もここから１０分あれば来られる場所

なので、近いのです。  

 シルバー人材からこちらに参加してい

るのも、南部の理事がほとんどで、そう

いう意味で先輩から引き継いでいるとい

う状況です。  

 私、南部の理事という形で自治会とか

に参加させていただいておりますけれど

も。先日も南部で、東和包括支援センタ

ーの松原さんという方でしたけれども、

いろいろお世話になって、南部での研修

会、そういうのをやっていただきまし

た。そういう意味で非常に勉強になった

ということで、またほかの部で一生懸命

やるし、また同じようなことでもいつも

会員が来られるわけじゃないので、また

繰り返しやっていきたいと思っておりま

す。  

 あとは、話が変わるかもしれませんけ

れども、「介護」という言葉が、私、以

前仕事していたときのお客さんの会社が

つくられた造語なのです。介助と看護、

それを合わせて介護という言葉をつくら

れたということで、商標とか何も登録せ

ずに皆さんに使っていただければという

ことで、そういう意味で、それが今、す

ごく広まっているというのが、自分なが

らうれしいなと思っております。  

 余分なことでしたけれども、よろしく

お願いいたします。  

○佐藤 ありがとうございました。続い

て、堀委員なのですけれども、残念なが

ら今回は欠席となっております。  

 委員のご紹介は、以上となります。  

 それでは、議事に入らせていただきま

す。これからの議事進行につきまして

は、酒井部会長、どうぞよろしくお願い

いたします。  

○酒井部会長 ありがとうございます。

それでは、早速議事に入りたいと思いま

す。  

 次第２なのですけれども、「部会の役

割」について、事務局から、まずご報告

をお願いしたいと思います。  

○半貫室長 着座にて失礼いたします。

高齢者施策推進室長の半貫と申します。

私、高齢者地域包括ケア推進課長もやっ

ておりますので、私からご説明をさせて

いただきます。  

 お手元資料、右方に資料１と書かれて

おります「はつらつ高齢者部会の役割」

を御覧ください。この部会、先ほど先生

からもお話がありましたが、今年度から

出来上がった部会になります。  

 所掌事項ですが、高齢者の運動、低栄

養の防止、口腔機能の低下の防止、社会

参加などのフレイル予防に係る諸施策の

うち、推進会議、こちらが上位の会議に

なりますが、足立区地域包括ケアシステ

ム推進会議になります。その推進会議で

検討すべき事項について、「専門的に調

査及び研究をすること」。  ２つ目とし

て、「前号に掲げるもののほか、高齢者

のフレイル予防の推進に関し必要な事項

について、調査及び研究をすること」と

なっておりますので、ぜひ委員の皆様方



には活発なご議論をお願いしたいと思い

ます。   

  推進会議で検討すべき事項につきま

しては、３点記載させていただいており

ます。１点目が「フレイル予防の推進・

効果分析に関すること」。２点目とし

て、「高齢者の社会参加や地域での活躍

の推進に関すること」。  ３つ目とし

て、「高齢者栄養施策の推進に関するこ

と」です。  

 説明は以上となります。ぜひよろしく

お願いいたします。  

○酒井部会長 ありがとうございます。

今、ご報告を受けたはつらつ高齢者部会

の役割、所掌等が出ています。推進会議

で検討すべき事項も出ていて、これにつ

いて高齢者部会に、当部会に託されたと

いう形になっているかと思います。  

 これを受けて、ご質問等、まず各委員

から、どういう所掌のこの点よく分から

ないとか、どこまでこの部会が対応する

のか等を含めて、ご意見を頂ければと思

います。  

 いかがですか。時間はたっぷりありま

す。  

 では、私からよろしいでしょうか。所

掌事項の（２）に、調査・研究というも

のも含まれているんですね。（１）も調

査・研究になっています。この部会とし

ては、調査・研究をするのだといって

も、ここで具体的に調査・研究するわけ

ではないと思いますから、この部会自体

ではこの調査の報告、研究の報告を受け

て、それについて各委員から問題点や改

善点、そういったものを指摘していくと

いう形でよろしいのでしょうか。  

○河内係長 高齢者地域包括ケア推進課

の介護予防生活支援担当係長の河内でご

ざいます。  

 先ほど部会長がおっしゃっていただい

たとおり、調査・研究につきましては、

区の職員でしっかりと準備させていただ

きまして、その上での課題ですとか、そ

ういったものを報告させていただき、委

員の皆様に専門的な意見を頂きながら推

進していければと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

○酒井部会長 よく分かりました。ほか

にいかがですか。所掌等に関しては大丈

夫ですかね。  

 それでは、次第３に入りたいと思いま

す。（１）「令和７年度介護予防事業再

構築に向けた事業見直しについて」、事

務局から報告をお願いしたいと思いま

す。  

○河内係長 それでは、引き続きまし

て、私、介護予防生活支援担当の河内か

ら、「令和７年度介護予防事業再構築に

向けた事業見直しについて」、案件説明

させていただきたいと思います。着座に

て失礼いたします。  

 こちら先ほど申し上げた件名の縦型の

資料と、続きまして別紙１と書かれた横

書きの「足立区介護予防事業の一人あた

りにかかる医療費（令和５年度実績）」

の資料を御覧いただきながら説明させて

いただきたいと思います。  

 件名の資料に戻っていただきまして、

項番１を御覧ください。この事業見直し

についての案件としては、「目的」がま

ずありまして、令和６年度介護保険料、

今年度改定がありました。報酬改定にて

足立区は介護保険料の値上げということ

には至らずに済みましたけれども、また

次期の１０期改定時も、介護保険料、な

るべく増加にならないため、介護予防事



業の効率的かつ効果的な展開が必要とさ

れているため、このような見直しも含め

た検討をしていきたいということで出さ

せていただいております。  

 これに向けまして、介護予防事業全体

の再構築というのも一つ検討していると

ころではあるのですが、前提に先ほどの

介護保険料の課題があるため、できるだ

け新たな予算をたくさんつけて展開する

のではなく、できる限り現在の予算額と

同等範囲で再構築を実現していく必要が

ありまして、資料の項番２にありますと

おり、事業についてはそのあたりの効果

の面も含めて見直しの検討をしていると

ころであります。  

 （１）から（４）と事業を挙げさせて

いただいておりますが、こちらの詳細に

ついては、先ほど申し上げました別紙１

に昨年度の実績を挙げさせていただいて

おります。  

 事業名としましては、（１）が「あだ

ち・らくらく体操番組放送  」、（２）

が「はつらつ教室（プール型）」（３）

が「はつらつ教室（室内型）」、（４）

が「高齢者体力測定会」となっておりま

す。  

 では、まず（１）「あだち・らくらく

体操番組放送  」ですが、こちらは  Ｊ：

ＣＯＭあだちにあだち・らくらく体操と

いう足立区のオリジナルの体操がありま

して、そちらを毎日、朝と夕方に１０分

程度放送している取組です。こちらは介

護予防の普及啓発ということで、今まで

実施してきました。コロナ禍の折、おう

ち時間を過ごすために、より一層らくら

く体操を使ってもらうということで、コ

ロナ禍では区のホームページでも見られ

るようにあだち・らくらく体操の掲載を

始めました。これは現在も継続している

ところでございます。  

 このような中、従来の番組放送では、

事業者にも確認をした上ではあるのです

が、視聴率の把握ができないかと相談を

したのですけれども、集計が難しいとい

うお話がありまして、そうしますと効果

を計っていくというのは難しいというこ

とが課題でありました。こちらが項番３

の「課題」の部分になります。  

 では、続きまして、（２）「はつらつ

教室（プール型）」になります。こちら

は区のプール施設、３か所ございます

が、そちらを活用しまして、水中ウオー

キングを中心とした高齢者用の介護予防

事業として実施しています。こちらプー

ルを活用しておりますので、水に入る事

業であるため、次の教室型と比べまして

安全管理に対する費用が高いという課題

があります。また、区のプールに関しま

しては、現在、区営のプールは３か所と

なっておりますが、最初の目的のとお

り、新たな場所を広げたいとかに関しま

しては、予算を抑えつつ規模を拡大する

というのは、いろいろ所管とも相談しな

がらいかなければいけなくて、拡大が難

しい課題として見させていただいており

ます。  

 次に、（３）です。「はつらつ教室

（室内型）」になります。こちらは身近

な地域学習センター１４か所ですとか、

その他足りない地域には民間の施設をお

借りして３か所あり、全１７か所で行っ

ております。  

 内容としましては、運動・栄養・口腔

が学べる教室として、おおむね毎月２回

開催しているところでございます。   

 こちらに関しては、根強く熱心に参加



いただく方は大変うれしいのですけれど

も。参加者の固定化、リピートが見えて

おりまして、目的にありますとおり、広

く効率的に高齢者の方々に参加いただく

ための受付方法ですとか、開催方法につ

いての課題があるところでございます。  

 最後に、（４）の「高齢者体力測定

会」になります。こちらは、令和５年度

には毎月区内７か所で開催していまし

た。我々区の職員も事業を開催するには

区の施設をお借りして、相談しながら場

所を用意して開催しておりましたが、開

催日の曜日が変わったり、月が変わった

り、また場所が変わるということがよく

ありまして、そのため開催会場の日時の

ばらつきによって、なかなか参加者、地

域の方には知っていただく機会が少ない

のではないか。そういうことで参加者数

の伸び悩みがございます。  

 そういった課題が各事業ございまし

た。これらの課題に対しまして、項番４

を御覧いただけますでしょうか。項番４

のように見直しを検討しているところで

ございます。  

 まず、（１）「あだち・らくらく体操

番組放送」でございますけれども、視聴

率が確認できず、効果測定ができないこ

とが課題でありますので、また先ほど申

し上げた区のホームページでも自由に見

ていただくというほかの代替案があるこ

とから、  令和６年度を最後に、こちら

に関しては終了する予定と考えておりま

す。こちらにつきましては、事業者への

相談は実は済んでおりまして、現在、承

諾をいただいております。したがって、

番組が終了するだけでなく、いかに御覧

になられている方が少なからずいるかも

しれませんので、そういった視聴者の方

への配慮について、どのようなご案内が

できるかというのが、今、現在、協議し

ているところでございます。  

 では、裏面になってしまいますが、次

に（２）の「はつらつ教室」。こちら

は、どちらも２事業共通の課題という

か、こちらに関しては実際に参加者はお

ります。現在の介護予防事業は、区民の

評価委員会の皆様にも報告させていただ

いたり、議会にも報告しているところで

ございます。近年では、区内の高齢者全

体に対して、どれだけ多くの方が参加で

きているのか、そういった観点での視点

で評価を受ける傾向が大変多くなってお

ります。そのため、新規の参加者がいか

に効率的に広く参加できるかの受付体制

ですとか、開催方法が必要と考えていま

す。  

 両教室につきましては、介護予防を実

践する場所ではなく、自分たちでも自主

的に行えるような学ぶ教室として運営し

ていく、そのような見直しも検討してい

きたいと思っております。  

 具体的な図などなくて申し訳ないので

すけれども、漫然と毎月開催しているだ

けというわけではなく、例えば上半期、

下半期ですとか、そういった分け方をし

て短期で集中的にやり方を学んでいただ

く、そういった見直し方も検討していま

す。  

 ただ、回数を減らすだけでなく、定員

数は変えず、開催数を減少させるだけ

で、費用対効果を高める、そういったよ

うな考え方もできないかなと思っており

ますが、そのあたりで皆さんからご意見

を頂ければと考えています。  

 最後に、（３）になりましたが、体力

測定会につきまして、こちら自分の現在



の移動機能、状態を知ってもらうための

下半身を中心とした機能測定を実施して

います。まずは、気軽に参加していただ

きたいという事業でございます。なの

で、現在は事前申込制で予約を取って来

ていただいているところなのですが、そ

ういったお手間もなく、いつでも来れば

そこで測定があるというような事前申込

制の手続をなくした、同じ会場ですと

か、同じ曜日で開催することで、地域の

方にあの場所に行けば測定会があるとい

うような定着化ができないか、そういっ

た開催方法の検討をしています。  

 また、今年度、開催を予定しておりま

してシルバー人材さんにも相談させてい

ただいているところなのですが、会場で

待つだけではなくて、体力測定会を高齢

者の団体の皆様のところに、こちらから

出向きまして、直接参加してもらう取組

も来年度も引き続き継続していきたいと

思っておりますので、広く固定化の開催

方法と直接お邪魔する両方を掛け合わせ

た形で、広く参加者拡大を図っていきた

いと考えています。  

 では、最後になりますが、項番５で

す。「今後の方針」につきまして、これ

からの事業の見直しによって生まれた、

もし余剰予算等が発生した場合には、さ

らにより広く高齢者の方に参加いただく

ような開催方法に取り組めるよう、新た

な事業展開も検討しているところでござ

います。  

 まとめになりますが、委員の皆様に

は、項番４の（３）のはつらつ教室です

とか、高齢者体力測定会の課題の部分に

ついて、先ほど、口頭にはなりますが、

見直しの考え方、区は考えているのです

けれども、ご意見等を頂ければ幸いと思

っております。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

 私からの説明は以上となります。  

○酒井部会長 ありがとうございます。

今のご報告のポイントとしては、らくら

く体操の番組に関しては廃止するという

方向は決まっているけれども、他のもの

については改善策とかそういったものを

考えているのだということです。  

 これについて、皆様のご意見をお伺い

したいと思います。  

○山ノ内委員 ＰＯＳネットの山ノ内で

すけれども。どのぐらい見られているか

というのが分からないというのが費用対

効果を考えると、それが一番「何で」と

いうことだと思うのですが、実際にアン

ケートみたいのは取ったことってあるの

ですか。見ていますとか見ていないとか

って。ざっくりでいいですが。  

○半貫室長 Ｊ；ＣＯＭからは取ってい

ないです。  

○山ノ内委員 実際、本当にどのくらい

活用されたかというところは分からない

ということですか。  

○河内係長 分からないです。  

○内山委員 シルバー人材の内山ですけ

れども。ちょっとお聞きしたいのです

が、プールの関係です。これの水中ウオ

ーキングをやる会場、さっき足立区で３

か所と言われたのですけれども、それこ

そスイミングスクールって、竹の塚の先

とか、あとは綾瀬、あとスポセン、その

３か所ではないのかな。  

○河内係長 ３か所目は、千住にありま

す千住温水プールという会場がございま

して、そちらと、綾瀬でいいますと東綾

瀬公園の温水プール、竹の塚は清掃工場

にありますスイミングスポーツセンタ



ー、こちら３か所で開催させていただい

ています。  

○半貫室長 千住は、千寿本町小学校の

プールを使っています。  

○内山委員 小学校のプール。  

○半貫室長 小学校のところが千住温水

プールとなっています。  

○内山委員 屋根があるというところで

すか。  

○河内係長 学校の地下です。  

○半貫室長 学校の地下です。学校の敷

地のところ。学校もそこのプールを利用

しているのですけれども。一般にも開放

しているということで、千住温水プール

があります。  

○内山委員 話が変わってしまうかもし

れませんけれども。小学校とかのプール

とか、今、温度が高過ぎてしまって、ほ

とんど子どもたちが水泳できないので

す、楽しみにしているのに。それこそこ

の暑さ。昔はきっとプールって冷たく

て、皆さん、夏でも冷たくてというイメ

ージがあるかと思うのですけれども。  

 今、暑くて本当に温泉みたいな感じに

なっていますけれども。室内の場合の温

度とかってどのくらいなのですか。  

○河内係長 水温、報告は頂いていない

のですけれども。  

○内山委員 温水って言われていたの

で、結構、高いのかな。  

○小浦委員 小浦です。すいません、お

話の途中で。フィットネスクラブで１９

度とかの設定だと思います。  

 入りたては、空調、エアコンが効いた

ところから水着に着替えて入るので、入

りたては結構、ひやっという感じで、動

いているうちにまた温かくなるような。  

○内山委員 １９度。  

○賀川委員 医師会の賀川です。このプ

ール型、あと室内型、計算しますと１回

分が４ ０００円ぐらいになるのです

か。それぞれ８で割ったり、４で割った

りしますと、一人当たりの１回分の単価

と言っていいのか、４ ０００円ぐらい

になるのですね。  

○酒井部会長 ４万円、３万円です、１

人単価。  

○賀川委員 それは、１クール８回です

から、１回分４ ０００円から。室内型

も１クール４回ですので、４ ０００円

という考えで、それが高いのかどうか分

かりませんけれども。  

 あと例えば私の外来患者さんで８０代

でも、水泳で泳いでいらっしゃる方がい

まして、本当に元気な方がいらっしゃる

のですけれども。このプール型の９０人

というのは、普段も泳がれている人が、

高齢者で、そういう方も水中ウオーキン

グをお願いしたいというところで入って

いらっしゃるのでしょうか。その辺がち

ょっと。  

○河内係長 こちらに関して、あだち広

報で募集しておりまして、基本的には６

５歳以上で、介護認定等を持っていらっ

しゃらない方向けの介護予防事業として

やっておりますので、お申込みがあれ

ば、普段から活動されている方でも参加

はされているかと思います。  

○賀川委員 分かりました。ありがとう

ございます。  

○酒井部会長 よろしいですか。多分６

クールで９０人ですから、１クール平均

すると、９０を６で割った数。それか

ら、決算額と一人単価を見ると、１クー

ルで大体１３名ぐらいという形ですね。

一人単価が３万円を超えているというこ



とを考えたときに、施設は限られている

のです。現実的に、プールの施設が奪い

合いになっていて、利用率も高いです。

その中で、確保してやるというのは分か

るのですけれども、正直言って、この費

用対効果は全然合っていないというの

は、まさにだと思います。  

 指定管理を受けた事業者も水中ウオー

キング、介護予防的な教室は、自主的に

やっているのです。ですから、逆にこの

指定管理業者への介護予防教室の奨励的

なことをして、お任せするのみでもよい

のかという点と。あと、もしくは水中ウ

オーキングの特別な難しさ、注意点を指

導員の方に知っていただくためのいわゆ

る指導員の教室とかそういったもので応

援していく形でも、このプール型実施と

同じ効果はほぼ得られるのではないのか

なという気がします。  

 指定管理業者の事業そのものとも重な

っていますので、それは区の主催事業と

してやるのは、合わないような気がしま

す。  

 見直していくということなのですけれ

ども。実際に区が運営する形の、費用を

出す形の事業は、かなり採算性が悪いな

という気がします。  

○河内係長 ありがとうございます。こ

ちらのプール施設を管理している所管が

別の部になるのですけれども、そちらと

も協議をしておりまして、一概に単純に

廃止するというわけではなくて、例えば

参加者が増えるようなやり方ですとかそ

ういったいろいろな見直しも必要じゃな

いかという協議をしているところです。  

 先生、おっしゃっていただいたように

教室型という今のやり方ではなく、例え

ば先ほどのプールの事業そのものに区

が、例えば補助的な支援ができるかと

か、そういうような考え方も案としては

一つ考えておりますので、様々な観点で

地域の方々がプールを使うことを否定す

るのではなく、様々な方法で、引き続き

活動が支援できるような考え方も今後、

検討をしていきたいと思っております。  

 ありがとうございます。  

○酒井部会長 はつらつ教室、体力測定

とかって出ているのですけれども、その

会場を設けて実施しているという形なの

ですが、キャラバン的にできないのかな

と。何故かというと、お医者様や歯科の

方に聞くと、患者様が来て待っていると

き、手持ち無沙汰になっている人がいっ

ぱいいて、その時間に、うちではいろい

ろな血圧検査もできるし、様々なケアを

していて、みんなそれやりますよと言い

ます。それを考えたときに、会場をわざ

わざつくってそこでやるのも一つあって

もいいと思うのですけれども。基本的に

は、常に人の集まるところに、キャラバ

ンで車で移動して、やったっていいと思

いますし、測定器がなければ。だから、

やり方を変えれば、少なくとも今まで教

室を受けられなかった、もしくは測定で

きなかった方にチャンスが広がるのかな

と思います。  

 ですから、場所を決めてそこでやると

いう観念を取っ払う一つのキャラバン的

なやり方もあってもいいのかな。そこに

事業を一つ設けてもいいのかなという気

がします。  

 いわゆるアリオとかトヨタモビリティ

とかある意味キャラバン型だと思うので

す。そういうようなものをもっと広げて

いっていいような気もします。  

○河内係長 ありがとうございます。委



員、おっしゃるとおり、区の施設が我々

は区民の方に知っていただいているとい

う認識を持っていることが、まずは間違

えかもしれない。意外と知られていなか

ったりとか、あとはお家から意外と近く

なかったりとか、そういう方も中にはい

らっしゃるかと思います。  

 なので、今年度はシルバー人材さんは

じめ、その他住区センターのイベントに

もお邪魔させていただくような取組は開

始していこうと思っております。  

 ただ、初めて行うものなので、実績が

どのように出るかというのは、目標はあ

るのですけれども。そこを見ながら、引

き続き高齢者の団体さん及びそのほか

の、例えば病院さんですとかそういった

ところもご相談をしながら、様々な分野

で広く参加してもらえるような、出向く

ような考え方を検討していきたいと思い

ます。  

○酒井部会長 ありがとうございます。  

○内山委員 内山です。今のお話、まさ

にそれで、今度プルミエというところで

やっていただくのです。よろしくお願い

いたします。  

 その前に東和からも先日やっていただ

いたフレイルも含めて、認知症関係の認

知症の方への対応というような、そうい

う指導も、皆さんに理解してもらおうと

いうのも含めてやっていただいて。体操

なんかも含めてやったのですけれども。

そのときも、自分たちでやっているけれ

ども、なかなか会員さんが集まらないと

いう話で、それで私どもがお願いしたら

逆にそういう集まるところで、やってい

ただければ非常にありがたいですって、

お互いウィン・ウィンみたいな形でやら

せていただいたのですけれども。  

 今、部会長言われたように、そういう

場所というのがあると思うので、そうい

うのは非常に効果があるのではないかな

と感じます。  

○小浦委員 栄養士会の小浦です。あだ

ち・らくらく体操の放送のことなのです

けれども。すいません。山ノ内委員の質

問とかぶってしまうかもしれないのです

けれども。Ｊ：ＣＯＭの放送は終了との

ことですけど、このときはＪ：ＣＯＭの

契約をされている方しか視聴ができなか

ったわけですよね。契約されていない、

ケーブル契約されていない方は見られな

かったわけですよね。  

○河内係長 はい。  

○小浦委員 ホームページでも掲載を始

めて、ホームページの動画再生数の把握

はできていますか。  

○河内係長 具体的な数字は把握できて

いません。  

○小浦委員 １つ提案が、ＹｏｕＴｕｂ

ｅの検討はされないのかなと思います。

うちは動画というとなじみがあるのがＹ

ｏｕＴｕｂｅで。そうすると、あだち・

らくらく体操見る年代の層の方々は、Ｙ

ｏｕＴｕｂｅを知らないかもしれないの

ですけれども。  

 でも、５月の地域包括ケア推進会議内

で、「ぱく増し」のキャンペーンのアン

ケートのオンラインの回答が、多分思っ

ていたよりも多かったという報告だった

と思うのですけれども。  

 意外と、そういうＳＮＳとかインター

ネットを使うということにだいぶ慣れて

きているというか、できる人は増えきて

いるのかな、世代交代なのかなとも思う

と、ＹｏｕＴｕｂｅなんかも見方とかダ

ウンロードの仕方というレクチャーは必



要かもしれないけれども、候補として一

つ考えられたらどうかというのと。  

 そう思う理由が、私、その栄養講義で

介護予防の、決まったテキストで講義す

ることもあるのですけれども。簡単なお

料理の方法を教えてほしいという依頼を

学習センターさんとかから受けて、電子

レンジとか使ったような簡単レシピの講

義をすることも増えてきていまして。  

 そういう情報って本当はＹｏｕＴｕｂ

ｅとかにオンラインにあふれているの

に、その情報の取り方を知らない。私か

ら２品、３品のお料理の作り方を教わっ

たところで、そこの範囲内に収まってし

まうのではなくて、こういう検索の仕方

をしたらもっと自分のやりたいこと、興

味のあるお料理がもっと調べられるんだ

よみたいな話もすると、皆さん、「じ

ゃ、やってみる」みたいな反応も結構あ

るので、そういうほうにも広がっていく

といいなという思いで、ＹｏｕＴｕｂｅ

も検討いただけたらなと、どうかと思っ

た次第です。  

○河内係長 ありがとうございます。私

の説明が足りませんでしたが、区のホー

ムページというのは、実は足立区の公式

のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル、「動画ｄ

ｅあだち」がありまして、区のホームペ

ージからは「動画ｄｅあだち」で掲載し

ているものにリンクするような形で出し

ておりますので。見ようと思えばＹｏｕ

Ｔｕｂｅで御覧いただけるものなのです

が。委員、おっしゃっていただいたとお

り、高齢者の方にＹｏｕＴｕｂｅの見

方、そういったところも積極的に、デジ

タルの部分で、介護予防につながるそう

いった教室というのも必要かと思ってお

ります。  

 私、手元になかったのですけれども、

ＹｏｕＴｕｂｅに関しましては、らくら

く体操に関しては、具体的な数値をすぐ

ご用意できなくてあれなのですけれど

も。  

○神家満係長 傍聴席から失礼します。

高齢計画調整担当の神家満です。皆さん

よろしくお願いいたします。  

 今、インターネットでＹｏｕＴｕｂｅ

の中で、「あだち・らくらく体操」を検

索いたしました。足立区の公式チャンネ

ル「動画ｄｅあだち」を通じてアップし

ているものなのですが、この画面を見ま

すと掲載、一番古くて１３年前に一度ア

ップをしております。１３年間かけて現

在のところ約３ ８万回再生されていま

す。３ ８万回と聞くと多いように感じ

るのですが、１３年間かけてこの数字と

いうところなので、我々のほうの周知も

足りなかった部分があるのですが、あま

り活用には至らなかったのかなというと

ころが現状でございます。  

 以上でございます。  

○酒井部会長 今の報告を受けてですけ

れども、確かに１３年間でこれだけの数

値かってあるのですけれども。やはりそ

れだけの方が見たということは、内容的

にもそれなりのものがしっかりできてい

るということなので、今、一旦作った動

画も再アップという形で新しく検索機能

にかかりやすい形で出していくので、そ

ういった意味では、一旦出したものは過

去のものにしないでいくほうがＹｏｕＴ

ｕｂｅさんともウィン・ウィンの関係に

なりそうな気もします。  

 ただ、そういった意味で、いろいろな

ものを見直して改善していく機会に、今

のこのＪ：ＣＯＭの終了もなっていくの



かなという気がします。  

 ほかいかがでしょうか。  

○山ノ内委員 ＰＯＳネットの山ノ内で

すけれども。室内型のこちらの教室、ワ

ンクールというクールごとにやっている

ので、その次というのは続かないのが一

番課題なのかなと思うのですけれども。  

 教室の後の行き場所というのを、今ま

で自主グループみたいなのに任せていた

ところがあるかもしれませんけれども、

それやっぱり続かないとという印象が強

くて。これがむしろちゃんとそういう場

をつくってあげて、何回も同じ教室に行

くのではなくて、そこ１回受けた人は、

その次、ここに行くとできますという、

その２段階がないとなかなか続かないか

なと思います。  

 どうしても自主グループということに

なってくると、何となくあれになってし

まうので、誰でも１回受けた人が、ずっ

とそこに入れる居場所というのは、これ

は援助しないとつくりづらいかなという

か。何回か参加していて思いまして。  

 それから、クールという考え方をやっ

ていくのであれば、その次というのをち

ゃんとつくることは必要かなとは思いま

す。  

 それから、いろいろな教室ということ

になると、例えば武道とかやっていると

あれなのですけれども、例えば初心者教

室があると、その後、次はちゃんと区だ

ったものを、連盟があってそこに行って

続いてやってくださいって紹介ができる

ので、続けられるのですけれども。初心

者教室だけにずっと終わっていたら、多

分全然増えないですよね。だから、そう

いうところはやはり必要かなと思うの

と。この初心者教室のイメージではつら

つ教室をずっとやるのであれば、そのと

きに体力測定を一緒にやってしまったほ

うが、いいとは思うのです。それ別々に

やっているというのが、どうなのかなと

いうのが。一緒にやったり、そういう教

室の中の一つで体力測定の場をつくっ

て、その次にどうつなげるかということ

ができるといいのだけれども。  

 あともう一つ、呼び名もそうなのです

けれども、高齢者体力測定が抵抗がある

人が多くて。実際に聞いたのですけれど

も、区民体力測定会だったら行ってもい

いかなと言っていた人がいるのです。  

 何か高齢者って何歳からって言われ

て、具体的に６５歳って言う僕も入って

しまうけれども、高齢者体力測定に行く

かなと思ったら、僕自身行かないです。

呼び名もちょっと必要かな。高齢者とい

うところにこだわってしまうと、参加し

にくい人がこれからどんどん増えるよう

な気がします。  

 すいません。よろしくお願いします。  

○内山委員 内山ですけれども。私も先

ほどちょっとこの前に質問させてもらっ

たのですけれども、体力測定って握力や

ったりこうやったりするのですかみたい

なイメージがあったのです。ですから、

今みたいな形で、親しみやすいふうにし

たらもっと違うのかなと感じます。  

○河内係長 ありがとうございます。は

つらつ教室は確かに、まずお話がありま

した、ただその場で終わりではなく、次

の受皿がないというところも、確かに参

加者の方の行き先がないから、継続して

そこに通い続けるという状態にもつなが

っているかと思うので。本当に広がるよ

うな行き先とか、もしくは活動の仕方を

終えてあげる方法とか、そういったとこ



ろが必要かなと思いました。  

 また、体力測定会もありがとうござい

ます。率直な、もしくは印象というのは

大事かと思いますので、そういったネー

ミングですとか、簡単に参加いただける

ような印象をしてもらうような周知の仕

方で、そういったところを工夫していか

なければいけないと思いました。  

 ありがとうございます。  

○酒井部会長 確かに、はつらつ体力測

定会なら参加しようと思うけれども。高

齢者ってつくと躊躇するかもしれないで

す。貴重なご意見ありがとうございま

す。  

 それでは、次に行きたいと思います。

次の第３の協議事項（２）なのですけれ

ども。「令和６年度『ぱく増し』事業に

ついて」、事務局からご報告をお願いし

たいと思います。  

○黒川係長 高齢者栄養施策推進担当、

黒川でございます。よろしくお願いしま

す。  

 「ぱく増し」という事業なのですけれ

ども、高齢期の方にたんぱく質を含む食

事をしっかり取っていただいて、体重・

筋肉を維持することを重点としました

「６５歳からのたんぱく増し生活～肉も

魚も食べよう～」という事業名です。通

称「ぱく増し」という事業名になってお

ります。令和６年度、この「ぱく増し」

事業のさらなる普及啓発、区民の皆様の

行動変容を促すための事業展開を行って

いきたいと思っております。  

 昨年度、２月「ぱく増し」月間という

ことになっているのですけれども、「ア

ンケートに答えてぱく増し商品を当てよ

う！」というキャンペーンを実施させて

いただきました。こちら６５歳以上の方

にアンケートに答えていただいて、お肉

やホタテ、電子レンジクッキング器具、

足立区の島田屋のバームクーヘン、あと

もつ煮込みなどを希望によって、抽選で

当たるという企画にさせていただいたの

ですけれども。こちらのアンケートに答

えてこの商品、ご応募いただいた方なの

ですけれども、昨年度は全部で３ １７

３名の方にご応募いただきました。その

中で、オンラインで回答いただいた方が

１ ４５６人。専用ハガキで切手を貼っ

てお申込みいただいた方が、１ ７１７

人ということで、多くの方に応募いただ

いて、その中でオンラインの部分もかな

り多かったところでございます。  

 こちらのアンケート結果、地域包括ケ

アシステム推進会議でご報告させていた

だきましたので、今日の資料には載せて

おりませんが、こちらのキャンペーンに

応募された方に関しては、「ぱく増し」

という事業を知っている認知度に関しま

しては、５０％、５割の方は知ってい

る。こちらに申し込んでいますので、も

っと知っていてもいいのではないかとい

うところなのですけれども、そういう結

果でございました。  

 たんぱく質が多い食品を毎食食べてい

ない理由というところが、たんぱく質を

意識したことがないと答えた方がとても

多かったです。高齢期にたんぱく質が必

要ということが、まだあまり知られてい

ない。そして「ぱく増し」という事業を

足立区が実施しているということもまだ

あまり周知できていない、知られていな

いのだなというところで、令和６年度は

とにかく「ぱく増し」というキャッチフ

レーズを通して、たんぱく質の必要性と

いうのを伝えていきたいと思っておりま



す。  

 そこで、大きな１番です。２月「ぱく

増し」月間キャンペーン「アンケートに

答えてぱく増し商品を当てよう！」の参

加者をさらに拡大していきたいというと

ころで上げております。  

（１）です。介護予防チェックリストの

結果アドバイス票（令和５年度約２万５

千通発送）に専用ハガキつき応募用紙を

同封する  ということです。介護予防チ

ェックリストと言いますのは、介護の認

定を受けていない６５歳以上の方が、３

年に一度、受けていただくことができ

る、体の状態などをチェックすることが

できるチェックリストというもので、当

課が郵送で実施しているものになりま

す。  

 毎年４万人以上の方に郵送しまして、

半分強の方にご回答いただくという状態

になっております。そちらの結果をお送

りする際に、こちらのキャンペーンチラ

シを同封するということを今年度、やっ

ていきたいと思います。  

 昨年２万５千通ぐらい発送しておりま

すので、それぐらいの方に自動的に送ら

れるということになりまして、多くの方

にこちらをお届けすることができるとい

うこと。今年度、やっていきたいと思っ

ております。  

 （２）です。切手を貼らなくても応募

できるよう、地域包括支援センター（以

下、ホウカツ）にて受領可、まだ決定で

はないので予定とさせていただいており

ますけれども、受領可とし、その場合は

「ぱく増し」普及啓発品をその場でプレ

ゼントすることを考えていきたいと思っ

ております。  

 昨年度までは、６３円切手を貼ってい

ただければ応募できる形だったのですけ

れども、郵送料の増加が決まっておりま

して、こちらも切手が８４円になってし

まうところもありまして、切手を貼らな

くても、オンラインでできる方は、もち

ろんオンラインで申し込んでいただけれ

ばいいのですけれども。それも難しいと

いう方に関しましては、お近くの地域包

括支援センター、２５か所ありますの

で、そちらに持っていけば応募できると

いう形を今年度取っていきたいと思いま

す。  

 そのときにホウカツに行ったときに

は、何かちょっと「ぱく増し」の普及啓

発につながる品を、これから作るのです

けれども、お渡しできるように。昨年度

はこちらの手ぬぐいを、そのときお渡し

するようにしていたのですけれども。今

年度は別のものをお渡しすることをこれ

から考えていきたいと思っているところ

でございます。  

 （３）募集期日なのですけれども。昨

年度までは２月が「ぱく増し」月間とい

うことでやらせていただいているのです

けれども。昨年度は２月末までというこ

とにしていたのを、少し延ばしまして３

月中旬まで延ばしまして、多くの方にご

応募いただけるようにしたいと思ってお

ります。  

 大きな２です。「普及啓発品『手ぬぐ

い』を活用したレジスタンス運動の開

発」というところでございます。レジス

タンス運動というのは、山ノ内先生に説

明していただいたほうがいいのかもしれ

ないのですけれども。筋肉に負荷をかけ

る、筋肉を維持していくための動きとい

うところ、合っていますでしょうか。  

○山ノ内委員 そうです。抵抗運動なの



ですけれども。筋トレというとすごくハ

ードル高いので、筋トレではなくて、筋

肉を衰えさせないためにというイメージ

が一番いいかなと思います。どうして

も、筋肉をつけるイメージがあるので、

筋トレというのは。  

 それではなくて、落とさないというと

ころを、レジスタンスという目的のほう

がいいと思う。  

 たんぱく質を取れないと維持もできな

いので、セットでやるというのはいいか

なとは思います。  

 そういう意味で、何も道具がないと大

変なのでということで、せっかくこうい

うものがあるので、こういうのを使えれ

ばということで、これから考えていこう

と思いますけれども。  

○黒川係長 ありがとうございます。  

（１）のところなのですけれども、多職

種連携による動き、そういったレジスタ

ンス運動を含んだ動きの開発というの

を、今年度、していきたいと考えており

ます。多職種の中で、主にあだちＰＯＳ

ネットワークの専門家の方々にご協力い

ただき、「手ぬぐい」を活用した筋肉維

持につながる動きを何種類か開発すると

いうことで、既にいろいろな動きという

のがある中で、これをやるととても効果

的だという動きを何種類か  ＰＯＳネッ

トワークの専門知識をお持ちの方々に協

力いただきながらつくっていきたいと思

っているところでございます。  

 そういった動きを何種類かつくったと

ころで、印刷物を（２）です、作成して

いきたいと思います。令和６年度中完成

を目標に、そういった動きを図解、絵に

しまして印刷するという、令和６年度

は、まず印刷物を作成していくというと

ころでやっていきたいと思っておりま

す。   

 そちらの印刷物を使いまして、（３）

啓発です。  ホウカツの実態把握訪問で

すとか、介護予防事業におきまして「手

ぬぐい」と一緒に印刷物を配付するな

ど、活用方法をこれから検討していけれ

ばと思っているところでございます。  

 大きな３番です。「その他」です。２

月「ぱく増し」月間に向けてということ

で。昨年度もスーパーはイトーヨーカド

ー、ヨーク、ベルクスさんと連携させて

いただきまして、民間事業者は味の素、

キューピーさんと連携させていただいた

ところですが、新たに今まで「ぱく増

し」では関わりをもっていないスーパー

さんにお声をかけて連携ができないか、

少しアプローチしていければと思ってお

ります。ハードルが高いのですけれど

も、コンビニなどにも連携の打診などを

して、今年度少しアプローチをしていけ

れば思っているところです。   

（２）です。庁内連携の強化ということ

です。昨年度も地域学習センター、図書

館などにかなり協力いただきまして、地

域学習センターや図書館さんで出してい

るミニコミ誌などに特集記事を掲載して

いただいたり、それぞれのセンターの入

口などに「ぱく増し」のコーナーなどを

設置していただいたりですとか、「ぱく

増し」の教室なども開催してくださると

ころもあったのですけれども。そういっ

たところを引き続き連携して強化してい

けると、区内全体での一体感というのが

生まれると思っておりまして、こちらも

引き続き強化できるようにして連携を図

っていきたいと思っております。  

 私からは以上です。  



○酒井部会長 「ぱく増し」事業につい

てのご報告ありがとうございました。  

 それでは、この事業についての皆様の

ご意見等頂をければと思います。  

○山中副部会長 一つ質問してよろしい

ですか。この１番の「ぱく増し」月間キ

ャンペーンの「参加者拡大に向けて」と

いうところで、介護予防チェックリスト

の結果アドバイス表に応募用紙を同封し

ているというお話ですけれども。高齢者

健診の案内自体にこれを入れてしまうと

かということは考えられていないです

か。  

○黒川係長 そちらも考えてはみたので

すけれども。介護予防チェックリストを

まず発送するときという。  

○山中副部会長 高齢者健診です。この

高齢者健診を受ける方はかなり多いと思

うので、診療所にこの「ぱく増し」とい

うチラシを持ってきたら、医者に区民が

「これ何ですか」って聞いたら、「あな

た肉、食べたほうがいいですよ」とかっ

ていうふうに、直接の指導みたいにつな

がるので、例えばこの地域学習センター

とか図書館にアクセスする人よりも、多

分診療所とか病院に行く人のほうが数は

多いはずなので、高齢者健診の案内をす

るときに、もう「ぱく増し」のチラシを

入れてしまうとか。それを持って診療

所、病院に行って医者と会話する中で、

「やっぱり食べたほうがいいですよ」っ

てアドバイス受けるとかという、そうい

う作戦は考えられるかなと思いました。  

○黒川係長 ありがとうございます。健

康診断ということですね。  

○山中副部会長 そういうことです。  

○黒川係長 ありがとうございます。医

療機関には、まずこちらの「ぱく増し」

のリーフレットを置かせていただいてい

るところなのですけれども、健康診断の

発送のときに同封するというのは全然考

えていなくて、ご意見いただきましてあ

りがとうございます。  

 まずは当課で行っている事業の中で、

今年度はやってみまして、その状況など

を見ながら、さらなる発展に向けて、そ

ういった健康診断の中に同封するのは、

部をまたぐことに。  

○半貫室長 私、昨年度までまさに衛生

部にいて、この後期高齢の健診を担当し

ていたのですけれども。５月に発送しま

すので、衛生部と協議させていただい

て、来年度間に合うかどうかもあるので

すが、一つの方法としては、周知にはと

ても効果的かと思いますので、検討させ

ていただきます。  

 ありがとうございます。  

○酒井部会長 ほか、いかがでしょう

か。  

 この事業に関しては、肉、たんぱく質

を取ることを普段意識していなかったと

いう方が多いということで、まさに私も

それでして、この「ぱく増し」事業のお

かげで、今朝も豆腐を食べてきました。  

 本当に意識しないのです。意識しても

らうということが、この事業で一番大事

なことなのかと思います。  

 当然、当たればたんぱくを質取ります

けれども、なかなか当選しないと思いま

すから、そうすると意識していただい

て。なので、この周知という点が、この

事業の最も重要な部分なのかなと思いま

す。  

 あとレジスタンス運動ということで、

「ぱく増し」事業にもついにレジスタン

スが始まったと思うのですけれども。や



はりいいネーミングで、硬い名前にとら

われないというのはいい試みかなと思い

ます。  

 このあたりの「ぱく増し」に関して

は、小浦委員に事業のお話を、栄養に関

して何か。  

○小浦委員 私、今年度から初めて栄養

の講義で。「食べてフレイル」とはまた

別なのでしたっけ。  

○黒川係長 今年度から住区センターで

行っている「ぱく増し」栄養講座です

ね。今年度は７０回、住区センターで栄

養講座、今、実施している真っ最中なの

ですけれども。そちらに小浦委員も講師

として栄養講座を実施していただいてい

るところです。  

 もちろん「ぱく増し」栄養講座ですの

で、「ぱく増し」事業と関連づいたもの

になりますので、大丈夫です。  

○小浦委員 たんぱく質に関しまして

は、どうしてもお肉をイメージされる方

が多くいらっしゃって、「お肉を食べて

ね」と言うと、脂、取りたくないものを

嫌厭されて、「逆に控えていたのです」

とか、「でも脂質、中性脂肪が上がっち

ゃったら」とか「コレステロールが私は

高いので」というようなあたりを誤解さ

れている方もいらっしゃるので、そのは

つらつ教室でのお食事の取り方の参加も

促しつつ、そこの話を聞いてもらうと、

いろいろ整理がつくと思うよみたいな感

じで。バランスの取り方だとか、量の取

り方を促しているところです。  

 テレビの情報に振り回されているみた

いなところは結構あるので、そこも活用

しつつですけれども。それで誤解が生じ

ているのも事実なところかなと思いまし

た。  

○酒井部会長 私もこの「ぱく増し」事

業のタオルで、カステラにもたんぱく質

が入っていますよということであって、

よく食べるようになったのですけれど

も。  

 やはり知識は大事です。本当に正しい

知識って大事だなと思いました。ですか

ら、そういった意味で栄養の側面での知

識を盛り込んだタオルがあるわけですけ

れども。そういった見やすいポイントを

押さえた、たんぱく質は何ぞやというそ

のあたりのものがズバッと分かること

を、事業の中で周知できる何かがあれば

よいと思いました。  

 この事業は本当にすばらしい事業で

す。  

○小浦委員 私から、一つ提案なのです

けれども。この手ぬぐいを活用したレジ

スタンス運動、これから印刷物を作成さ

れるということですけれども、こちらも

ぜひ動画も作っていただけると皆さん、

参加しやすいのかな。まねしやすいのか

なと思いますし、よかったらご検討くだ

さい。  

○黒川係長 動画も、今後の展開という

ことで考えていきたいと思います。  

 まずは、印刷物というところでやって

みながら、反響などを確認しつつ、次の

ステップというところで、動画なども検

討していければと思います。  

 貴重なご意見ありがとうございます。  

○酒井部会長 レジスタンス運動は、多

分動画から始まると思いますので、その

点、積極的に動画も検討していただけれ

ばと思います。  

 ２次元でスタートしないので、運動は

３次元ですので。レジスタンス運動をパ

ンフレットにする作業の中で、既に撮影



していれば動画はできてしまうのです。

ですから、動画のものがもうその場にあ

るのですから、考えられて実行されたほ

うがよいのかなと思います。  

 それでは、次に行きたいと思います。

次は、「生活支援体制整備事業における

第一層協議体としての役割について」、

かなり難しい内容なのですが、まずこれ

についてご説明を事務局からお願いした

いと思います。  

○河内係長 こちらにつきましては、介

護予防生活支援係の河内から説明させて

いただきたいと思います。  

 生活支援体制整備事業における第一層

協議体としての役割、硬い文字が並んで

いて、印象しづらいと思いますが、まず

はそちらの説明をしながらご説明させて

いただきたいと思います。  

 この次第の縦書きのものと、別紙２－

１、別紙２－２と用意させていただいた

横書きの資料２枚をご用意いただければ

と思います。  

 では、まずこのはつらつ高齢者部会

が、生活支援体制整備事業における第一

層協議体としても機能していくというこ

となのですけれども。実はこちらは新し

くやることというよりかは、この部会が

推進会議でご説明さしあげたとおり、従

来は介護予防・日常生活支援総合事業部

会という部会で実施していました。総合

事業の分野に関しましては、サービスの

在り方ですとか、業者の支援の在り方、

連携の仕方というのをもう少し専門的に

話すということで、推進会議で出したと

いう、外出しで別の会議体で話し合うこ

とにしました。  

 このはつらつ高齢者部会につきまして

は、最初に役割でご説明さしあげました

とおり、はつらつとした高齢者を支援し

ていくために、介護予防に関するもの、

フレイル予防に関するものだけではなく

て、高齢者の社会参加もぜひ協議させて

いただきたい場と考えています。  

 その点につきましては、生活支援体制

整備事業というのが、項番１にあります

とおり、介護保険法で定められている事

業になります。「被保険者の地域におけ

る自立した日常生活の支援及び要介護状

態等となることの予防又は要介護状態の

軽減若しくは悪化の防止に係る」そうい

った地域の体制を整備していく、そうい

ったものを促進する事業として位置づけ

られています。  

 項番２にありますとおり、足立区では

この事業をどのように行っているかと言

いますと、（１）にあります生活支援コ

ーディネーター（地域支え合い推進員）

という職種の方を配置しております。こ

ちら括弧にありますとおり、国で申し上

げているような一層、二層という考え方

がございます。下の米印にある「一層」

につきましては、まず足立区の区内全域

を担当する役割がありまして、ただ幅広

いので、足立区では５ブロックに分けて

おります。別紙２－２の足立区の図を見

ていただけるとイメージがつきやすいと

思います。白黒ですいません。こちら色

分けしているところが、上から北部ブロ

ック、西部ブロック、東部ブロック、あ

と真ん中真っ白なところにあります中部

ブロックがあります。そして荒川を越え

た千住ブロックの計５か所、５ブロック

で分けております。  

 こちらについての生活支援コーディネ

ーターの業務は、基幹地域包括支援セン

ターに人員配置  として委託をしている



ところでございます。  

 続きまして、次の米印では「  二層」

というのがどういうものかと言います

と、国で言っているものは、日常生活圏

域を対象とした範囲として捉えれている

のですが、こちら足立区２５か所ありま

す地域包括支援センターの圏域です。そ

ちらに業務として委託することで、先ほ

どのコーディネーター業務を機能として

配置しているところでございます。この

コーディネーター業務がどういったもの

かというのは、次のアからウにあるとこ

ろがざっくりと説明させていただくとこ

ろですが。まずは、資源開発というとこ

ろなのですけれども。地域住民の方々と

連携しながら、地域に不足しているサー

ビスがどういったものがあるといいなと

いうのが創出。では、そういったものの

サービスができたとして、誰がやってい

くのだという担い手の養成。また、高齢

者の方々かぜひそういった担い手として

活動していきたいということがあったと

きの場の提供と、そういった確保に関す

るもの。そちらが資源開発とされていま

す。  

 イにあります次のネットワーク機能と

いうのが、このコーディネーターの方々

が地域を回ることで、様々な関係者の

方々とまずは情報が共有できること。ま

た、サービスの提供主体、いろいろなサ

ービスがございます。住民が主体である

ものがあったり、民間の街の商店さんが

新たに考えたサービスというのがあるけ

れども、どうやったらみんなに使っても

らえるか。例えばそういったような主体

間の連携体制をどうつくっていくかとい

う話し合いをしていくこと。こちらがネ

ットワーク機能となります。  

 続きまして、ウのニーズと取組のマッ

チング  。こういったアにありますとお

り、地域に不足するサービス、またはそ

ういった地域の支援のニーズがあった場

合に、先ほどのサービス提供主体間の

方々の活動とうまくマッチするかどうか

というのを、日頃回っていただいている

コーディネーター業務の方々の活動から

うまくつなげていければという機能とし

て、位置づけられています。  

 また、次の（２）ですけれども。地域

で自主的に介護予防に取り組む自主グル

ープの創出支援  。これは、介護予防事

業の流れから、地域包括支援センターに

業務の協力をお願いしておりまして、介

護予防教室から生まれた方々のグループ

化というのを進めています。  

 次に、最後の（３）です。こちらが協

議体の開催ということになりますが、先

ほどもありました一層、二層、それぞれ

協議体というのが国で位置づけられてお

ります。  

 項番３「協議体について」のご説明に

なりますが、  別紙２−１のピラミッドの

ような図を御覧を頂けますでしょうか。

こちらピラミッドの図で、別紙２にあり

ますとおり、下から上に向かっていく流

れとなっています。先ほど申し上げまし

た日常生活圏域といった細かい地域につ

いては、地域包括支援センターに業務を

お願いしているところでございますが、

その地域包括支援センターが二層となり

まして、二層協議体というのを地域でそ

れぞれ行っています。ピラミッドの図で

一番下の左側、四角で「各包括（二

層）」とあるのがここになりまして、こ

の段にありますのは、地域ケア会議と絆

のあんしんネットワーク連絡会（第二層



協議体）とあります。  

 地域ケア会議につきましては、包括支

援センターが業務の中で、情報が入って

くる各種個別のケース検討、そういった

ものを話し合っていただいております

が。その案件の中で検討を通して抽出さ

れた地域でも取り組めるのではないかと

いう課題があった場合、こちらについて

は右側の絆のあんしんネットワーク連絡

会（第二層協議体）で、地域の方々も参

加していただきながら、情報の共有です

とか様々な検討を行っているところでご

ざいます。  

 次に、図でそのまま説明させていただ

きます。上の段、左側「ブロック（一・

二層）」とありますが、こちらはその二

層という地域包括支援センターが集めた

地域の課題というのを、先ほどの地図で

言うブロックごとに集まって、まずはブ

ロック単位で共通の課題がないか、そう

いった情報共有するために、第一層の区

全体を担当するコーディネーターを踏ま

えて、一層と二層と情報共有をして、地

域課題を検討・抽出していく連絡会を開

催しています。  

 これを５ブロックごとに行っておりま

すので、それをさらに区全体で取り組む

内容がないかというのを集めたものが、

その一つ上、生活支援体制整備事業検討

会というのを実施しています。こちら各

一層、二層連絡会で出た地域課題につい

て、区と直接共有をする場として、先ほ

どの５ブロックの中から各２ホウカツず

つ参加していただいていまして、１０ホ

ウカツと区の職員。また、基幹包括支援

センターの一層コーディネーターの皆様

と検討をしているところでございます。  

 こちらは、今年度から年３回、開催し

ているところでして、間に研究をしなが

ら情報を集めて、持ち寄って会議をして

いるところでございます。  

 その中で出てきた区全体で取り組むべ

き、必要がある業務、そういったものが

ありましたら、そういった案件を以前行

っておりました、介護予防日常生活支援

総合事業部会をかつては区全体の話し合

いをする協議体として、第一層協議体と

いう位置づけで開催していました。  

 引き続き、このはつらつ高齢者部会、

委員の皆様には高齢者の社会参加の部分

もぜひご相談させていただきたいと思い

ますので、引き続きこのはつらつ高齢者

部会で先ほどの地域から上がってきた課

題、そういったものをぜひ相談させてい

ただきたいと思いまして、位置づけとし

て、改めて説明させていただいたところ

でございます。  

 では、資料の裏面、項番４「今後の方

針  」につきましては、はつらつ高齢者

部会を第一層協議体として位置づけさせ

ていただいて、区全体としての地域課題

を取り組むべき内容について、必要に応

じては施策構築に向けた協議を行う場と

して、引き続き継続させていただきたい

と思います。  

 分かりにくい部分が多々あるかと思い

ますが、私からは、そういう位置づけと

して今後もよろしくお願いしますという

お知らせとして、説明させていただきま

した。  

 私からは以上でございます。  

○酒井部会長 ありがとうございます。

整備事業の会議体の流れを含めて、ご報

告を受けました。かなり複雑なものです

けれども、まず事務局への質問等もある

かと思いますので、皆さんいかがです



か。  

○山ノ内委員 教えていただきたいの

が、はつらつ高齢者、この部会と隣にあ

る地域包括支援センター運営協議の部会

との関係はどのようになりますでしょう

か。  

 今のご説明ですと、地域包括単位で動

いていくので、地域包括支援センター運

営協議にもかなり関係があるかなと思っ

て、質問させていただきました。  

○河内係長 ありがとうございます。実

際、この第二層協議体ということで、先

ほどピラミッドのところの一番下にある

会議につきましては、地域包括支援セン

ターに委託業務として毎年、仕様書でお

願いをしているところでございます。そ

の開催方法ですとか、そちらに出てきた

課題、検討、あと実施された内容の評価

等も区側としては、今後評価していかな

ければいけないので、そういった部分の

話し合いは、運営協議会部会等を含めて

報告・検討させていただいているところ

でございます。  

 このはつらつ高齢者部会の皆様におか

れまして、様々上がってきたその地域の

課題ですとか、高齢者の方々の活動の在

り方について、ぜひ専門的なご意見等を

踏まえて参考にさせていただきたいと思

いまして、そういった関係性になるのか

なと思っております。  

○酒井部会長 今のご説明で行くと、こ

の別紙２−１の一番上の「区全体」とあ

るところに、大きな四角があるのですけ

れども。まず、この第一層協議体という

ものは、はつらつ高齢者部会ではなく、

地域包括ケアシステム推進会議全体が第

一層の協議体であるということでよろし

いのですか。  

○河内係長 このはつらつ高齢者部会に

なります。書き方がすいません。確かに

「地域包括ケアシステム推進会議」とし

て「（第一層協議体）」とありますが。  

○酒井部会長 結局はつらつ高齢者部会

が何を管掌するかという所掌の説明があ

ったと思うのですけれども。そこでは、

結局地域包括ケアシステム推進会議から

の、担当する所掌のうち、はつらつ高齢

者部会が担当する部分となったと思うの

ですけれども。  

 結局様々な各ブロックから出てくる地

域課題、報告・検討、施策構築に向けた

協議というものは、基本的にはこの３つ

の部会の総合体の地域包括ケアシステム

推進会議の中に上がってくるものだとい

う認識だったのですけれども。  

○河内係長 大変すいません。この資料

が誤っているかもしれませんが、このは

つらつ高齢者部会の、ここの会議自体を

第一層協議体として皆様と話し合ってい

ければと考えています。  

 そこで上がったご意見ですとか取組と

いうのを上部団体のケアシステム推進会

議に報告していくということで、そうい

った流れで考えております。  

○酒井部会長 そうしますと、この各ブ

ロックから上がってきた検討課題という

のは、このシステム推進会議体ではな

く、この３つの部会に分けなくてはいけ

ないと思うのです、課題とかそういった

ものを。その作業は、どこがするのです

か。  

○河内係長 区で、先ほど山中副部会長

もおっしゃっていたような、例えばホウ

カツが行う業務そのものについては、運

営協議会に上げさせていただいているの

ですけれども。その取組として実際に行



われるものですとか、高齢者が効果的に

こういった地域づくりに参加してもらう

在り方については、はつらつ高齢者部会

でぜひご意見を頂ければと思っていま

す。  

○酒井部会長 とすると、地域包括支援

センター運営協議会と連携しながらとい

うことは、考えなくてもいいということ

ですね。  

○河内係長 実際活動されるのは包括支

援センターが中心にはなるので、そのあ

たりでは連携というのはあるのですけれ

ども。それぞれの情報は運営協議会も、

はつらつ高齢者部会で出ていた意見も、

それぞれ連携はしていければと思ってお

ります。  

○酒井部会長 結局このはつらつ高齢者

部会で検討したことというものは、地域

包括支援センターにお世話になったり、

業務になっていく部分あるかと思うの

で、そういったことをこのはつらつ高齢

者部会のみで決めていっていいのかなと

思ったのですけれども。  

 ただ、それは運営協議会部会とは別物

なので、考えなくていいということです

かね。  

○河内係長 そうです、はい。  

○酒井部会長 イメージされてきまし

た。  

○賀川委員 包括支援センター運営協議

会部会は、主としてそれぞれ業務委託さ

れている評価を行って続けていかれたと

いう、それが主体ですよね。  

○河内係長 はい。  

○賀川委員 もちろん非常に重要なので

すけれども。細かく評価されながら、先

生がずっと回られていますので。  

○酒井部会長 分かりました。  

○山ノ内委員 ＰＯＳの山ノ内ですけれ

ども。続けての質問になりますけれど

も。今も二層の地域や会員からいろいろ

課題が上がってきてずっと来た中で、こ

のはつらつ高齢者の部会でやることとい

うのは、主にというと社会参加とかそう

いうところの課題をここで話し合うとい

うイメージでいいのですか。  

 回ってきた課題の中の、少し分かりや

すく話すと、例えば閉じこもりが多くて

なかなか外に出る機会がないとか、だん

だん外に、活動自体が落ちてくるとか、

そういう課題がもし下から上がってきた

ときに、ここで対策を考えるようなイメ

ージでよろしいですか。  

 ホウカツの問題であれば、包括支援セ

ンターに行くし、認知症がメインの問題

であれば認知症部会に行ってみたいな形

で、それが下から上がってきた課題の振

り分けみたいなイメージでよろしいです

か。  

○河内係長 はい。ありがとうございま

す。例えばそれが介護のサービスにつな

がるもので、そういったサービスの在り

方を検討する場合に関してましては、新

しく出ました総合事業のサービス検討会

というのがありまして、そういった専門

部会でも検討していきたいと思います。  

 そういう意味で、その課題で上がって

きた内容によっては、様々な部会の中で

検討していければと思っております。  

○酒井部会長 先ほど令和５年度の実績

というもの、別紙１で配っていただいた

ものは、これは人の社会参加という意味

では、社会参加なのですけれども。いわ

ゆる最終参加者に向けたウオーキングで

あったり、口腔ケアであったりというも

のだと思うのですが、人の社会参加その



ものについて、今、委員からのお話にあ

った、どういうふうに社会参加を広げて

いくか、増やしていくか、そのためには

何が必要かというような内容も、このは

つらつ高齢者部会の検討課題ということ

でよろしいのですか。  

○河内係長 はい。  

○酒井部会長 そこが結構重要そうで

す。事業のことで大事なのですけれど

も。  

 フレイル予防ですから、結局は社会参

加できる人は、認知症になってしまうと

できないので、認知症以前のフレイルに

なる前の方に参加していただくのがメイ

ンになってくるかと思うのですけれど

も。その人たちにどういう社会参加のも

のを提供できるかといったことについて

は、例えば、今、現時点で区では考えら

れたりしているのですか。  

○河内係長 そうですね。この第二層協

議体、絆のあんしんネットワーク連絡会

というところには、絆のあんしん協力員

という、ほかの部署でやっている事業が

あるのですけれども。地域の住民の方々

で、ホウカツ以外の地域を回っている人

たちが足立区はいるのですが。そういっ

た人たちから、地域で回る中で、見えて

きた課題というか、お困り事がある方々

の相談を受けていただいているのですけ

れども。そういった情報を集めた中で、

何か取組としてできるものはないかとい

うのも実際話し合いの中では出ておりま

す。例えば地域の方々が交流できる場を

つくる、「通いの場」をつくったりです

とか。あとは高齢者だけでは、ゆくゆく

はいつか限界がある、例えば多世代が交

流できる場がないか。そういったような

地域づくりの部分を進めているのです

が、そういった地域づくりをしながら高

齢者が参加しやすい社会参加の在り方と

いうのを話していければとは思っており

ます。  

○酒井部会長 今後そういった新たな取

組といったものがこの部会に上がってく

るということですね。  

○河内係長 はい。  

○酒井部会長 ありがとうございます。  

 それでは、この件も皆様のご意見、よ

ろしいですね。  

 それでは、今日の議題的なものとして

は、最後に、中身の見えない「その他」

というのがあるのですけれども。  

 「その他」につきまして、事務局から

お願いしたいと思います。  

○河内係長 文字だけで、「その他」に

つきましてですが。はつらつ高齢者部会

の開催の回数については、地域包括ケア

システム推進会議の中では、今回の８月

と、あとは年を明けた１月の年２回とい

うことでご報告させていただいておりま

した。ただ、先ほどの介護予防事業全体

の見直しですとか、「ぱく増し」も含

め、あとはこういった生活支援体制整備

事業、分かりにくい部分というのもあり

ますが、こちらが１月までですと、間が

かなり空いてしまうのでということで、

委員の先生方には改めてのご相談にはな

りますが、間にもう一度、１１月ぐらい

にぜひこの部会を開催させていただきた

く思っておりまして、その報告というこ

とで「その他」とさせていただきまし

た。  

 詳しい日程につきましては、また改め

て先生方にはご相談させていただきたい

と思いますので、１月の前にもう一度あ

るということでご承知いただければと思



います。  

○酒井部会長 １回じゃ足りない、３回

がいいかもしれないですけれども。  

 それでは、報告よろしいですか。  

 今日の案件は全て終了となりました。

長い時間、ありがとうございました。そ

れでは，事務局にお返ししたいと思いま

す。  

○佐藤 本日は、お忙しいところご参加

いただきましてありがとうございまし

た。  

 以上をもちまして、本日のはつらつ高

齢者部会は終了とさせていただきます。  

 本日はどうもありがとうございまし

た。  


